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送迎時の安全配慮及び各送迎先で求められるルール等の遵守について（通知） 

 

 平素より、本市の障害福祉行政に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、本市の障害児通所支援事業（児童発達支援、放課後等デイサービス等）におい

て、利用児童の送迎のために学校等に送迎に行く際、以下の事例が発生しているという

ことで複数件報告及び苦情が寄せられています。 

 

（行政に寄せられている苦情等の一例） 

・事前に相談等なく学校敷地内まで車で入ってくる。 

・利用予定の児童を乗せずに事業所に戻る（もしくは、利用予定のない児童を乗せて事

業所に戻る）。 

・学校敷地内で接触事故を起こす。 

 

 送迎に際しては、引き続き安全に十分配慮いただくとともに、送迎先の学校等によっ

ては、独自のルールを設けているところもありますので、各送迎先で求められるルール

等を直接確認のうえ、マナーやモラルに配慮して実施いただくよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

川崎市健康福祉局障害者施設指導課事業者指導担当 

電話  ０４４－２００－００８２ 

       メール 40sidou@city.kawasaki.jp 

mailto:40sidou@city.kawasaki.jp

